
函 館 市 老 人 福 祉 功 労 者 表 彰 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 老 人 福 祉 の 向 上 に 功 労 の あ っ た 者 に 対 す る 表 彰 お

よ び 記 念 品 の 贈 呈 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ２ 条  表 彰 の 対 象 者 は ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し ， そ の 功 労 が 特

に 顕 著 で あ る と 市 長 が 認 め る 者 と す る 。  

(1) 市 内 の 老 人 ク ラ ブ ま た は 函 館 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 （ 以 下 「 連 合 会

等 」 と い う 。） の 会 長 ま た は 副 会 長 を ５ 年 以 上 務 め ， 老 人 ク ラ ブ 活

動 の 育 成 ・ 指 導 を 通 じ て 老 人 福 祉 の 向 上 に 功 績 が あ り ， 連 合 会 長 の

推 薦 を 受 け た 者  

(2) 過 去 に お い て 函 館 市 社 会 福 祉 協 議 会 長 の 表 彰 を 受 け た こ と が あ

り ， 函 館 市 長 の 表 彰 を 受 け た こ と が な い 者  

２  表 彰 を 受 け る こ と と 決 定 し た 者 が ， 表 彰 を 受 け る 前 に 死 亡 し た と き

は ， 表 彰 状 お よ び 記 念 品 は ， 遺 族 に 贈 る 。  

（ 表 彰 の 時 期 ）  

第 ３ 条  表 彰 は ， 函 館 市 老 人 福 祉 大 会 ま た は 市 長 が 必 要 と 認 め る と き に

行 う 。  

（ 委 任 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 保 健 福 祉 部 長 が 定

め る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は ， 平 成 ５ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 か ら 函 館 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ま た は 函 館 市 亀

田 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 で あ っ た 者 で ，施 行 の 日 以 後 も ，引 き 続 き ，

函 館 市 新 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 と な っ た 者 に 係 る ， こ の 要 綱 に よ る



改 正 後 の 要 綱 第 ２ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 函 館 市 老 人 ク ラ ブ 連 合

会 ま た は 函 館 市 亀 田 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 で あ っ た 期 間 を 通 算 す

る も の と す る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 か ら 函 館 市 新 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ま た は 戸 井 町

老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ， 恵 山 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ， 椴 法 華 村 老 人 ク ラ ブ ，

南 茅 部 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 で あ っ た 者 で ， 施 行 の 日 以 後 も ， 引

き 続 き ， 函 館 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 と な っ た 者 に 係 る ， こ の 要 綱

に よ る 改 正 後 の 要 綱 第 ２ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 函 館 市 新 老 人 ク

ラ ブ 連 合 会 ま た は 戸 井 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ， 恵 山 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ，

椴 法 華 村 老 人 ク ラ ブ ， 南 茅 部 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 の 役 員 で あ っ た 期 間

を 通 算 す る も の と す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


